
立地適正化計画とは 都市計画マスタープランとは
　居住や医療、福祉、行政、公共交通といった日常生活に必要となるさまざま
な都市機能を誘導することで、持続可能な都市構造を目指すための計画です。

　本町の20年後、さらにはその先の50年後も見据えた土地利用や道路などの
インフラ整備、自然環境保全の方針など、都市づくりの基本的な方向性を示す
指針です。

大津町が目指す 将来都市構造大津町が目指す将来都市構造

肥後大津駅周辺まちづくりの推進肥後大津駅周辺まちづくりの推進肥後大津駅周辺まちづくりの推進

産業集積の促進産業集積の促進産業集積の促進

道路ネットワークの強化道路ネットワークの強化

届出制度スタート届出制度スタート届出制度スタート

誘導区域の設定誘導区域の設定誘導区域の設定

コンパクト・
プラス・
ネットワーク

コンパクト・
プラス・
ネットワーク

コンパクト・
プラス・
ネットワーク

まちづくり
協働の
まちづくり

居住誘導区域

都市機能誘導区域
利便性の高い
市街地創出の検討
利便性の高い
市街地創出の検討
利便性の高い
市街地創出の検討

●届出対象　
居住誘導区域外で、３戸以上の住宅を新築しようとする場合など 

●届出時期 
工事に着手する30日前まで

●届出先
　役場都市計画課　都市施設係（役場２階）

これからの大津のまちづくり
　　　　　急激な変化 の中でも、
暮らしやすさを守りな がらさらなる発展へ！
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